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12
月
10
日
〜
16
日

北
朝
鮮
人
権
侵
害問題

啓
発
週
間

　

平
成
18
年
６
月
に
「
拉
致
問
題
そ

の
他
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害

問
題
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
」
が

施
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
拉
致
被
害
者

全
員
の
帰
国
は
未
だ
に
実
現
し
て
い

ま
せ
ん
。
拉
致
問
題
の
解
決
は
わ
が

国
の
国
民
的
課
題
で
あ
り
、
北
朝
鮮

当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対

処
は
国
際
社
会
を
挙
げ
て
取
り
組
む

べ
き
課
題
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
週
間
を
通
じ
て
北
朝
鮮
当
局
に

よ
る
人
権
侵
害
問
題
に
対
す
る
関
心

と
認
識
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　

人
権
推
進
課

人権の広場

舞
台
劇
「
め
ぐ
み ｰ

奪
還ｰ

」

　

啓
発
舞
台
劇
の
公
演
を
実
施
し
ま

す
。

日
時　

来
年
1
月
27
日
㈫

　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

（
開
場
：
午
後
０
時
30
分
）

場
所　

吹
田
市
文
化
会
館 

大
ホ
ー

ル（
吹
田
市
泉
町
２
丁
目
29
番
１
号
）

定
員　

１
，
１
０
０
人
（
先
着
順
）

共
催　

政
府
拉
致
問
題
対
策
本
部

申
込
・
問
合
先　

来
年
１
月
13
日
㈫

ま
で
に
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
吹
田
市
市

民
部 

人
権
推
進
室
（
☎
06
・
６
３

８
４
・
１
５
１
３ 

Fax
０
６
・
６
３
６

８
・
７
３
４
５
）
へ
。
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
申
込
可

※
参
加
無
料
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.city.su

ita.osaka.jp
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

映
画
「
め
ぐ
み ｰ

引
き
裂
か
れ
た
家
族
の
30
年
」

　

啓
発
映
画
の
上
映
会
を
実
施
し
ま

す
。

日
時　

12
月
20
日
㈯ 

　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

場
所　

河
内
長
野
市
立
文
化
会
館 

ラ
ブ
リ
ー
ホ
ー
ル 

小
ホ
ー
ル
（
河

内
長
野
市
西
代
町
12
番
46
号
）

定
員　

３
０
０
人
（
先
着
順
）

共
催　

政
府
拉
致
問
題
対
策
本
部
・

河
内
長
野
市

女
性
の
た
め
の
特
設
法
律
相
談

　

離
婚
に
関
す
る
相
談
や
、配
偶
者
、

パ
ー
ト
ナ
ー
な
ど
か
ら
の
暴
力 (

Ｄ

Ｖ
、
ス
ト
ー
カ
ー
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
性
暴
力
、
性
犯
罪)

被
害
に
関
す
る
相
談
を
女
性
弁
護
士

が
受
け
ま
す
。

日
時　

来
年
１
月
30
日
㈮

　
　
　

午
後
１
時
〜
５
時

※
相
談
時
間
は
１
人
25
分
（
完
全
予

約
制
）

場
所　

阪
南
市
役
所 

人
権
相
談
室

（
阪
南
市
尾
崎
町
35
番
地
の
１
）

対
象　

泉
佐
野
市
・
泉
南
市
・
阪
南

市
・
熊
取
町
・
田
尻
町
・
岬
町
に
在

住
・
在
勤
・
在
学
の
女
性

定
員　

８
人
（
先
着
順
）

協
賛　

国
際
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト
大
阪

‐
り
ん
く
う

申
込
・
問
合
先　

来
年
１
月
５
日
㈪

以
降
に
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
阪
南
市 

人
権
推
進
課
（
☎
４
８
９
・
４
５
０

５ 

Fax
４
７
３
・
３
５
０
４
）
へ

※
相
談
・
一
時
保
育
無
料
。
一
時
保

育
（
若
干
名
・
１
歳
６
ヵ
月
〜
就
学

前
）
あ
り
、
希
望
者
は
申
込
時
に

（
締
切
：
来
年
１
月
22
日
㈭
）

この広告掲載についてのお問い合わせは、
株式会社 ウィット（☎ 072-668-3275）へ

差
別
撤
廃
条
例

　
「
泉
佐
野
市
に
お
け
る
部
落
差
別

撤
廃
と
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
な
く
す
こ

と
を
め
ざ
す
条
例
」（
平
成
５
年
12

月
施
行
、令
和
５
年
４
月
一
部
改
正
）

は
、
部
落
差
別
を
は
じ
め
、
在
日
外

国
人
、
障
害
者
、
女
性
な
ど
へ
の
差

別
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
差
別
や

人
権
侵
害
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
を

な
く
し
、
一
人
ひ
と
り
の
人
権
が
大

切
に
さ
れ
る
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

問
合
先　

人
権
推
進
課

問
合
先　

人
権
推
進
課

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

広　告

15

じ
ん　

け
ん

じ
ん　

け
ん

ひ
ろ　
ひ
ろ　

 

ば

人
権
の
広
場

じ
ん　

け
ん

ひ
ろ　

 

ば
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